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近
代
日
本
研
究
第
十
六
巻
二
九
九
九
年

明
治
十
年
後
に
お
け
る
慶
慮
義
塾
の
財
政
難

ー
ー
そ
の
数
量
的
分
析

西
- 

『
E

』
／

が凸
1父

作

こ
の
論
文
は
、
久
し
い
以
前
に
書
い
た
「
西
南
戦
後
イ
ン
フ
レ
期
に
お
け
る
慶
庭
義
塾
と
福
沢
諭
吉
」
（
『
三
田
商
学
研
究
』M
巻

4

号
、
一
九
八
一
年
一
O
月
。
の
ち
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
8

に
再
録
）
の
改
訂
版
に
当
た
る
。
改
訂
を
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
よ

う
な
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
も
う
十
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
、
明
治
七

1

九
年
に
お
け
る
教
職
員
給
与
の
個
人
別
支
給
帳
簿
（
月
別
）
が
見
出
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
教
職
員
給
与
に
つ
き
ほ
ぼ
確
か
な
数
値
が
得
ら
れ
た
。

第
二
に
、
こ
の
数
値
を
中
心
に
し
て
前
後
の
各
年
、
つ
ま
り
明
治
五
、
六
年
と
、
十
四

1

十
六
年
の
収
支
デ
ー
タ
を
再
吟
味
し
て

み
る
と
、
『
百
年
史
』
の
依
拠
し
た
、
こ
の
間
の
必
要
経
費
概
数
は
や
や
過
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

第
一
二
に
、
以
上
の
数
字
に
照
ら
し
て
、
明
治
十
一
二
年
に
お
け
る
教
職
員
給
与
の
自
発
的
カ
ッ
ト
に
よ
る
危
機
回
避
に
つ
い
て
、
旧

稿
の
結
論
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
ま
で
吟
味
の
行
き
届
か
な
か
っ
た
、
明
治
十
一
、
二
年
中
に
お
け
る
福
沢
の

163 



学費収入図 1
円

12000 
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6000 

10000 

4000 

明治暦年
2000 

。

維
持
資
金
借
用
計
画
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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15 

1 

学
費
収
入
と
入
社
生
数

14 

ま
、
ず
、
『
慶
雁
義
塾
略
史
』
中
の「
会
計
小
史
」
に
よ
る
と

13 12 

明
治
一
二
年
か
ら
十
年
代
半
ば
に
至
る
聞
の
学
費
収
入
は
図
1
の
と

11 

お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
学
費
収
入
は
「
入
社
金
」
と
「
受
教
料
L

と
の
合
計
で
あ
る
。

入
社
金
（
今
日
の
入
学
金

は
当
年
の
入
社

10 9 

生
が
納
付
す
る
も
の
で
、
そ
の
額
は
明
治
二
年
以
来
変
わ
ら
ず
三
一

円
で
あ
っ
た
。
受
教
料
（
今
日
の
授
業
料
）
は
在
学
生
が
納
付
し

8 

て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
額
の
変
化
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

7 

図
一
不
の
期
間
中
、
明
治
七
年
と
十
一
二
年
は
デ
ー
タ
を
欠
い
て
い

6 

る
。
図
ー
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
年
値
を
直
線
補
間
す
る
形
で
グ

5 

ラ
フ
を
描
い
て
あ
る
。
ま
た
、
明
治
三
年
の
計
数
は
二

1

十
二
月

4 

の
合
計
数
で
あ
る
。
図
に
見
る
と
お
り
、
学
費
収
入
は
明
治
三
年

3 

か
ら
増
加
傾
向
に
あ
り
六
年
に
一
万
円
を
超
え
る
ピ
ー
ク
を
迎

え
て
い
る
。
だ
が
七

八
年
と
漸
減
、
そ
の
後
は
い
っ
そ
う
急
激

に
減
少
し
、
十
三
年
に
四
千
円
弱
で
底
打
ち
し
て
い
る
。
福
沢
の



明治十年後における慶塵義塾の財政難

入学生数図 2
人
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50 
明治暦年

。

維
持
「
資
本
金
」
借
用
運
動
は
ま
さ
に
学
費
収
入
が
底
を
打
っ
た

二
年
間
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
運

15 

動
は
実
を
結
ば
、
ず
、
彼
は
明
治
十
一
年
に
は
千
円
余
の
「
足
し
」

14 

金
を
、
さ
ら
に
十
二
年
に
は
四
O
O
円
な
に
が
し
か
の
私
財
を
塾

13 

会
計
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。

12 

幸
い
な
こ
と
に
、
明
治
十
三
年
か
ら
学
費
収
入
は
一
転
し
て
回

11 

復
に
転
じ
、
十
五
年
に
は
八
、
九
年
の
旧
水
準
に
戻
っ
た
感
が
あ

10 

る
け
れ
ど
も
、
十
一
年
以
降
、
西
南
戦
費
と
し
て
三
菱
な
ど
に
支

9 

払
わ
れ
た
紙
幣
の
急
増
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
の
た
め
、
十

四
年

8 

の
学
費
収
入
の

「
実
質
」
水
準
は
ど
う
に
か
十
年
水
準
に
達
し
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

7 

図
2

は
同
じ
期
間
中
の
入
社
生
数
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
グ
ラ
フ

6 

の
概
形
は
学
費
収
入
と
似
て
い
て
、
全
体
に
凹
型
に
な
っ
て
い
る

5 

が
、
ド
ン
底
は
学
費
収
入
よ
り
も
二
年
早
く
、
西
南
戦
争
の
あ
っ

4 

た
明
治
十
年
に
現
れ
て
い
る
。
慶
応
四
・
明
治
元
年
の
半
ば
、
彰

3 

義
隊
討
伐
の
戦
い
の
あ
っ
た
日
二
八
六
八
年
七
月
四
日

の
在

学
生
は
わ
ず
か
一
八
名
で
あ
っ
た
と
い
う
が

（
『
福
翁
自
伝
』
）
、165 

そ
の
後
、
復
学
者
・
入
社
生
は
速
や
か
に
ふ
え
て
、
図
一
不
の
と
お



入学生と在学生図 3
人

700 
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明治暦年

7 6 5 4 3 

。

り
明
治
三
年
の
入
学
生
は
三
二
六
人
、

四
年
に
は
一
二
七
七
人
の

多
数
に
達
し
て
い
る
。
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た
だ
し
こ
の
頃
の
在
学
生
数
は
初
め
、
図
3
に
見
る
と
お
り

入
社
生
数
を
下
回
っ
て
お
り
、

在
学
生
数
／
入
社
生
数

tま

1
以
下
で
あ
る
。
こ
の
比
は
入
社
生
の
平
均
在
学
年
数
が
初
め

は
一
年
に
満
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
1

を
超
え
る
の
は
明
治
六
年
以
降
で
あ
っ
た
が
、
卒
業
年
限
に
格

別
の
定
め
の
な
い
当
時
に
お
い
て
こ
の
比
の
変
化
は
も
っ
ぱ
ら

入
社
生
数
の
消
長
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
入
社
生
数
が
急
減
す
る
と
と
も

に
平
均
在
学
年
数
が
ふ
え
、
十
一
年
以
降
入
社
生
数
が
増
加
す

ふ
た
た
び
平
均
在
学
年
数
は
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
と
、

2 

平
均
在
学
年
数
と

受
教
料
の
変
化

図
1
と
2

と
を
見
比
べ
る
と
、
ピ
ー
ク
と
ト
ラ
フ
の
出
現
に

二
年
の
ず
れ
が
あ
っ
て

入
社
生
数
の
変
化
、
が
先
行
し
て
い
る



明治十年後における慶腔義塾の財政難

士族・平民別入学生数図 4
人
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よ
う
に
見
え
る
。

た
だ
し
、
明
治
六
年
に
入
社
生
数
は
前
年
よ

り
減
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
費
収
入
は
前
年
よ
り
ふ

え
、
は
っ
き
り
し
た
ピ
l

ク
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ

く
。
こ
れ
は
こ
の
年
、
受
教
料
が
年
額
二
四
円
か
ら
三

O
円
に

値
上
げ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
幅
な
（
二
五
%

の
）
値
上
げ
が
な
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か

理
由
を
記
し
た
文
書

は
な
い
。

強
い
て
考
え
れ
ば

入
社
生
数
が
五
、
六
年
と
減
っ
た
の
で

学
費
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

a
v
h
、

ζ
j

’
刀

し
か
し
、
こ
れ
は
言
う
な
れ
ば
事
後
的
な
説
明
で
あ
っ

て
十
分
に
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
七

八
年
の

入
社
生
は
六
年
と
ほ
ぼ
同
規
模
か
、
や
や
ふ
え
て
お
り

し、

く

ぶ
ん
持
ち
直
し
て
い
る
が
、
九
年
に
入
る
と
二

O
O
人
を
割
り

込
み
、
十
年
に
は
遂
に
一

O
五
人
と
い
う
ド
ン
底
に
至
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

」
の
落
ち
込
み
と
と
も
に
、
こ
の
年
、
士
族
塾
生
の
比
重
が

平
民
塾
生
の
そ
れ
を
初
め
て
下
回
っ
た
こ
と
に
福
沢
は
注
意
を

167 

向
け
て

「
西
南
の
戦
争
に
自
ら
士
族
の
心
を
動
揺
」
さ
せ
た



受教料：規定額と実際納付額図 5
円／年

35 

30 

20 

25 

15 

10 

一・一規定受教料
一畳一実際納付額

明治暦年
5 

。

結
果
で
あ
っ
た
と
、
二
十
五
年
史
に
当
た
る
「
慶
鷹
義
塾
紀
事
」

168 

（
『
全
集
』
十
九
巻
）に
書
い
て
い
る
。
確
か
に
、
図
4

を
見
れ

15 

ば
、
入
社
生
の
減
少
の
大
部
分
は
士
族
の
減
少
に
よ
っ
て
も
た
ら

14 

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
看
取
で
き
る
。

13 

平
民
の
入
社
生
は
十
二
年
ま
で
は
そ
の
数
も
比
重
も
少
な
く
、

12 

十
三
一
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
入
社
生
の
半
ば
を
占
め
る
よ
う
に

11 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
頓
に
平
民
を
増
し
た
る
は
全
国
農

10 

家
の
富
実
を
致
し
た
る
が
為
に
白
か
ら
其
文
思
の
発
達
し
た
る
も

9 

の
な
ら
ん
」
と
、
福
沢
は
続
け
て

「
紀
事
」
に
書
い
て
い
る
。

8 

「
文
思
の
発
達
」
と
は
言
う
な
れ
ば
彼
の
文
飾
で
、
農
家
と
り
わ

7 

け
上
層
農
民
が
西
南
戦
後
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
「
富
実
を
致
し
」

6 

そ
の
子
弟
を
慶
底
義
塾
に
進
学
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
対
照
的

に
土
族
の
窮
乏
は
秩
禄
処
分
に
よ
っ
て
年
々
深
刻
に
な
っ
た
た

5 

め
、
土
族
の
入
学
は
明
治
十
年
以
前
に
激
減
し
た
の
で
あ
る
。
図

4 

5

は
そ
の
状
況
を
示
す
グ
ラ
フ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

3 

こ
の
図
に
は
規
定
受
教
料
の
ほ
か
に
、
在
学
生
た
ち
の
実
際
納

付
額
の
推
計
値
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
次
の
よ
う
に
し
て
求

め
ら
れ
た
数
値
で
あ
る
。
①
ま
、
ず
、
学
費
収
入
か
ら
入
社
金
、
す



な
わ
ち

（
入
学
生
数
×
一
二
円
）
を
除
き
、
②
こ
の
残
額
を
在
学
生
数
で
除
し
た
「
商
L

は
、
学
生
一
人
当
た
り
の
受
教
料
の
実
納
付

額
の
推
計
値
の
一
つ
で
あ
る
。
観
察
期
間
の
は
じ
め
数
年
、
明
治
六
、
七
年
あ
た
り
ま
で
、
こ
の
実
際
納
付
額
は
ほ
ぼ
規
定
受
教
料

に
等
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
以
降
前
者
の
グ
ラ
フ
は
大
き
く
下
降
し
て
規
定
額
と
の
嘉
離
が
次
第
に
拡
大
し
て
い
る
。
九

1

十
一
年

に
こ
の
講
離
幅
は
ほ
ぼ
一
O
円
余
と
な
り
、
規
定
額
（
二
七
円
）

の
一
二
七
%
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

一
方
、
規
定
受
教
料
は
、
六
年
の
値
上
げ
の
あ
と
、
九
年
、
十
二
年
の
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ
三
円
、
六
円
値
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
あ
と
の
値
下
げ
に
つ
い
て
福
沢
は
、
「
私
塾
維
持
の
為
資
本
拝
借
の
追
願
」
（
『
全
集
』
十
九
巻
）
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
次
の
と

お
り
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。

当
塾
生
徒
の
義
は
過
半
旧
藩
士
族
に
候
処
、
近
日
に
至
て
は
日
に
困
窮
に
迫
り
、
僅
少
の
学
資
に
も
差
支
て
、
或
は
天
菓
の

明治十年後における慶腔義塾の財政難

才
を
抱
き
な
が
ら
為
に
絶
学
又
は
廃
学
す
る
者
少
な
か
ら
ず
。
目
前
の
事
情
黙
止
〔
し
〕
難
き
よ
り
、
当
塾
会
計
の
困
難
を
も

顧
る
に
達
あ
ら
ず
、
本
年
一
月
よ
り
は
大
に
謝
金
を
引
下
げ
、

一
時
生
徒
の
急
を
救
ひ
候
よ
り
、
塾
の
会
計
は
爾
後
更
に
困
難

一
同
心
痛
、
五
々
。
（
傍
点
は
西
川

に
陥
り

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
納
付
額
は
な
お
規
定
額
の
五
O
%
前
後
と
い
う
状
況
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
図
4
に
お

い
て
、
入
学
生
中
の
平
民
割
合
が
こ
の
頃
に
は
五
割
を
上
回
っ
た
こ
と
を
見
た
と
こ
ろ
だ
が
、
実
際
納
付
額
が
五
O
%
だ
と
い
う
こ

と
は
、
半
数
の
学
生
が
受
教
料
を
払
わ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
払
え
な
か
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
か
ら
、
士
族
学
生
の
窮
乏
が
い
か

に
甚
だ
し
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

169 

図
6

に
は
貨
幣
制
度
調
査
会
報
告
所
掲
の
東
京
物
価
と
職
人
職
工
賃
金
指
数
の
グ
ラ
フ
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
物
価
は
明
治
十
年



物価と賃金：東京図 6
%（明治6年＝100%)

250 

200 

150 

一・一東京物価
一畳一職人職工賃金

100 

50 

明治暦年

か
ら
十
四
年
に
か
け
て
年
平
均
一
五
%
弱
の
率
で
上
昇
し
、
四
年
間

で
一
・
七
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
フ
レ
は
、
主
と
し
て
西
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18 

南
戦
争
の
戦
費
約
四
千
万
円
が
十
年
の
二
1

九
月
に
支
出
さ
れ
た
結

17 

果
で
あ
っ
た
。
当
時
の
G
N
P

は
六
億
円
ほ
ど
と
見
積
も
ら
れ
て
い

16 

る
カl

四
千
万
円
は
そ
の
七
%
近
い
大
き
さ
で
あ
る
。
通
説
で
は
不

15 

換
紙
幣
の
増
発
に
よ
っ
て
こ
の
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
っ
た
と
い
う
け
れ

14 

か
り
に
免
換
紙
幣
で
支
払
い
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

ど
も

台、

Tι 

13 

り
大
き
な
イ
ン
フ
レ
・
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
の
だ
か
ら
、
物
価
は
騰

12 

貴
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

11 

」
こ
で
物
価
は
、
米
、
味
噌
、
塩
、
醤
油
、
薪
、
炭
、
木
綿
織
物

の
単
価
指
数
、

な
ら
び
に
家
賃
、
湯
銭
指
数
の
単
純
平
均
で
あ
っ

10 9 

て
、
た
ぶ
ん
に
生
計
費
指
数
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

8 

賃
金
は
、
大
工
か
ら
織
物
職
工
ま
で
一
二
職
種
賃
金
指
数
の
単
純
平

均
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
を
後
追
い
の
形
で
上
昇
し
て
は
い

7 

る
も
の
の
、
上
昇
幅
は
物
価
よ
り
小
幅
で
あ
っ
て

四
年
間
で

6 

四
倍
足
ら
ず
、
年
平
均
上
昇
率
は
八
・
四
%
で
し
か
な
か
っ
た
。

。

学
生
た
ち
は
、
士
族
も
平
民
の
場
合
も
親
許
か
ら
仕
送
り
を
受
け

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
増
額
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
か
っ
た
で
あ



学費収入の回帰分析結果

R=.93 

R =.85 

Y= -9832+21.9X1+460. 7X2+u; 

( 4.8) (7.2) (6.8) 

y ：学費収入（円）

X1 ：入社生数（人）、 X2 ：受教料（年数）

・（ ）内は係数の t 値、 R は相関係数

・サンプル・サイズは 13 （明治3～15年）

ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
塾
生
な
い
し
下
宿
生
た
ち
は
月
俸
（
寄
宿
費
）
、
賄

代
の
引
き
上
げ
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
在
塾
生
の「
月
俸
」
は

表1

明
治
六
、
七
年
に
は
月
当
た
り
一
・
五
円
で
あ
っ
た
が
、
九
年
に
は
二
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
さ
ら
に
十
三
年
に
は
二
・
五
1

三
円
に
達
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
明
治
十
二
年

に
お
け
る
受
教
料
の
再
値
下
げ
｜
｜
年
当
た
り
六
円
、
月
に
五

O
銭
（
図
5

参
照
）
｜
｜

は
月
俸
の
五
O
銭
1

一
円
の
値
上
げ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
余
儀
な
い
値
下
げ
で
あ
っ

た
、
と
い
う
説
明
が
導
け
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
も
の
と
し
て
、
学
費
収
入
の
変
化
を
入
社
生
数
と
規
定
受
教

料
に
よ
っ
て
説
明
す
る
最
小
二
乗
回
帰
式
を
計
算
し
て
み
る
と
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。

統
計
的
フ
ィ
ッ
ト
は
比
較
的
良
好
で
あ
り
、
右
の
二
つ
の
要
因
の
変
化
が
学
費
収
入
の
変

化
を
か
な
り
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

明治十年後における慶雁義塾の財政難

3 

十
年
代
初
め
の
経
常
収
支
尻
の
推
計

『
百
年
史
』
で
は
、
図1
に
描
か
れ
て
い
る
、
明
治
初
年
の
学
費
収
入
の
時
系
列
を
示
す
に
先
立
っ
て
、
塾
会
計
の
原
則
は
「
経

常
費
を
授
業
料
で
ま
か
な
」
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
（
七
一
二
五
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
言
明
は
収
入
時
系
列
の
は
じ

め
に
、
左
の
よ
う
な
施
設
購
入
の
た
め
の
借
入
れ
の
記
載
が
あ
る
こ
と
に
影
響
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
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① 

明
治
二
年
に
は
三
一
千
円
〔
を
〕
福
沢
よ
り
借
用
、
但
し
義
塾
買
入
の
為
め
」
と
あ
り
、

② 

明
治
三
年
「
二
月
四
日
帳
簿
法
を
改
め
総
会
計
を
為
し
た
る
に
、
有
金
貸
金
と
三
千
円
の
借
金
を
差
引
し
て
全
く
二
千
二

百
十
円
の
借
金
を
残
し
た
り
」
と
。

172 

し
か
し
な
が
ら

③ 

こ
の
借
金
も
明
治
三
、

四
年
の

「
二
年
間
に
：
・
皆
済
無
借
金L
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
記
述
の
含
意
は
、

三
年
二
月
か
ら
四
年
十
二
月
ま
で
の
経
常
収
入

（
合
計
一
・
六
万
円
弱
）
の
う
ち
か
ら
福
沢
に
借
金
三
千

円
を
返
済
し
、
負
債
残
高
は
ゼ
ロ
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
学
費
収
入
か
ら
経
常
支
出
を
支
払
っ
た
あ
と

の
剰
余
金
積
立
か
ら
施
設
建
設
費
を
ま
か
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
別
途
収
入

た
と
え
ば
寄
付
金

に
よ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て

こ
う
し
て
明
治
四
年
々
末
、
慶
慮
義
塾
の
負
債
は
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
義
塾
の
金
庫
に
は
な
に
が
し
か
の

有

金
」
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
運
転
資
金
程
度
で
あ
り
、
こ
の
後
も
年
々
同
程
度
の
額
が
保
持
さ
れ
て
い
た
も
の
と

み
な
し
て
、
以
下
で
は
そ
の
存
在
は
無
視
す
る
と
し
よ
う
。
そ
の
後
四
年
間
、
す
な
わ
ち
明
治
五
1

八
年
の
学
費
収
入
は
い
ず
れ
も

年
額
九
千
円
を
超
え
て
お
り
、
六
年
に
至
っ
て
は
一
万
円
の
大
台
に
達
し
て
い
る

（
図1
参
照
）
。

『
百
年
史
』
（
七
一
二
六
頁
）
は
義
塾
の
財
政
難
を
描
写
す
る
に
当
た
っ
て
、
明
治
六
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
、
年
々
の

「
砕
壮
土
寸
7
」

t
v今
川
川
叶
『
十

J
1
J’
u
u・

要
す
る
費
用
」
は
八
千
円
か
ら
一
万
円
の
間
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
前
者
は
明
治
六
年
四
月
に
東
京
府
に
提
出
し
た
「
私
学
慶
雁

義
塾
開
学
願
L

に
記
さ
れ
て
い
る
「
学
校
費
用
概
略
一
ヶ
年
凡
L

の
額
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
明
治
十
五
年
十
月
提
出
の

「
私
立

学
校
開
申
書
」
中
の

「
経
費
収
支
概
算
」
に
記
さ
れ
て
い
る
概
数
で
あ
る
。
さ
ら
に
八
千
円
か
ら
一
万
円
の
増
加
は
物
価
の
上
昇
に



よ
る

と
い
う
の
が
『
百
年
史
』
の
見
方
で
あ
る
。

明
治
六
年
ご
ろ
の
必
要
経
費
を
八
千
円
と
み
な
し
た
の
は
、
察
す
る
に
次
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
会
計
小
史
」
に
は
一
万
円
余
の
学
費
収
入
の
外
に

④ 

此
年
童
子
塾
普
請
の
為
め
二
千
円
を
借
る
。

と
い
う
記
入
が
あ
る
が
、
そ
の
返
済
は
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
、

以
後
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
当
年
末
に
「
皆

い
か
に
も
右
の
八
千
円

済
」
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
八
千
円
余
が
残
る
。
こ
こ
で
剰
余
金
は
出
な
か
っ
た
と
考
え
れ
ば
、

以
下
H而

数
は
簡
単
化
の
た
め
除
外
）

は
維
持
費
で
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
剰
余
金
を
一
切
残
さ
な
か
っ
た
と
い
う
想
定
を
支
持
す
る
根
拠
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
年
の
必
要
経
費
が
八

明治十年後における慶臆義塾の財政難

千
円
で
あ
っ
た
と
み
な
す
の
は
「
過
大
」
で
は
な
い
か
、

四
年
の
勘

と
い
う
こ
と
を
一
不
す
二
つ
の
数
値
も
あ
る
。
第
一
は
明
治
三
、

定
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
の
両
年
の
収
入
合
計
は
一
五
、
九
O
O
円
弱
で
、
こ
れ
か
ら
二
、
二
O
O
円
余
の
借
入
残
高
を
返
し
た
と
す
れ

ば
、
残
る
の
は
二
二
、
七
O
O
円
で
あ
る
。
こ
れ
を
二
等
分
し
た
六
、
八
五
O
円
は
、
こ
の
時
に
は
見
る
べ
き
剰
余
金
が
出
な
か
っ
た

と
す
る
限
り
、
必
要
な
維
持
費
の
見
積
も
り
値
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
「
明
治
七
年
一
月
ヨ
リ
同
九
年
七
月
迄
慶
雁
義
塾
教
員
役
員
ノ
月
給
金
渡
方
記
」
と
い
う
表
題
を
持
つ
簿
冊
か
ら
得
ら

れ
る
。
こ
れ
が
冒
頭
に
触
れ
た
新
資
料
で
、
表
記
の
二
年
九
ヵ
月
間
の
月
毎
に
、
次
の
三
項
目
、
す
な
わ
ち
授
業
料
ま
た
は
教
授
料
、

「
社
中
」
の
各
人
へ
の
給
与
支
払
額
を
記
し
た
墨
書
帳
簿
で
あ
る

諸
役
料
ま
た
は
役
料
、

雇
員
給
に
分
け
て

（
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー

173 

蔵
）
。



表 2 給与支給額：明治 7 年 1 月～ 9 年 7 月

（単位：円、円以下切り捨て）

教授料 役料 雇員給 合計
明治暦年

人員 円 人員 円 人員 円 人員 円

7 30 3843~ ＇ 14 1617 17 539 5999 

8 33 40351' 12 1914 21 5581 6507 

91 38 40361' 8 832 18 309'' 3886 

9 (4313) (1426) (529) (6268) 

注

1 ) 1 ～ 7 月分、下段の（ ）内は 1 年分推定値。ただし教授料は11 ヵ月分。

2) 他に「在塾金」 88円ふり。

3) 他にマゾン氏給与あり。 8 年： 117円（ 6 ヵ月分）、 9 年： 114円（ 4 力月

分）

4) 他に「集会所（または集会堂）」家賃あり。 8 ~： : 21 円（7 力月分）， 9 年．

15円（ 7 力月分）

表 3 個人別の受取額の例示：明治 7 年分

（単位： l1J、円以ド切捨て）

教授料 役料
氏名

l1J }j 数 l1J n 数

/'i野巻蔵 534 11 144 9 

城 泉太郎 231 11 

矢野文雄 188 11 

藤野許蔵 69 8 285 12 

渡部久馬八 3 2 281 12 

新m 札太郎 191 8 
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表
2

は
そ
の
集
計
結
果
で
あ
る
が
、
各
欄
左
に
一
不
さ
れ
た
人
員
は
列
記
さ
れ
て
い
る
人
員
数
で
、
年
度
途
中
に
教
授
を
止
め
た
も

の
、
ま
た
途
中
か
ら

（
た
と
い
一
と
月
で
も
）
教
壇
に
立
っ
た
も
の
を
含
む
。
さ
ら
に
役
料
を
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
も
、
た
い
て

い
は
教
壇
に
立
っ
て
お
り
、
給
与
は
併
給
と
な
っ
て
い
る
。
雇
口
貝
は
取
次
四
人
、
塾
僕
五
人
等
で
あ
っ
た
が
、

ほ
か
に
医
師
（
松
山

棟
庵
）
、
調
薬
師
（
服
部
）
、
出
入
商
（
豊
前
屋
周
蔵
）
な
ど
へ
の
定
給
｜
｜
月
に
一
二
1

五
円
程
度
ー
ー
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
若
干
名
の

「
社
中
」
の
受
取
額
を
表3
と
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
教
授
料
は
年
齢
・
年
功
給
で
は
な
く
、
担
当
コ

マ
数
に
応
じ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
八
月
は
暑
中
休
暇
の
た
め
教
授
料
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
残
念
な
こ
と
に
、
役
料
は
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
役
職
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
こ
で
関
心
を
向
け
る
べ
き
は
表
2

の
合
計
額
で
あ
る
。
そ
れ
は
七
年
六
千
円
、

八
年
六
・
五
千
円
余
と
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、

九
年
は
一
年
分
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
も
六
・
コ
一
千
円
弱
で
、
七
、
八
年
の
平
均
と
大
差
が
な
い
。
表
2
の
計
数
に
は
、
そ
の
性
格
の
よ

く
分
か
ら
な
い
二
、

（
「
在
塾
金
」
、
外
人
教
師
給
与
、「
集
会
堂
」
家
賃
な
ど
）
を
は
ず
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
加
え

三
の
費
目

明治十年後における慶雁義塾の財政難

た
と
し
て
も
右
の
平
均
値
は
月
額
で
一
O
O
円
ほ
ど
ふ
え
る
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
右
の
計
数
は
人
件
費
の
み
で
あ
る
。
他
に
な
に
ほ
ど
か
の
物
件
費
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
り
に

明
治
五
、
六
年
の
人
件
費
が
七
；
九
年
と
同
じ
く
六
・
三
千
円
程
度
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
差
額
五
五
O
円
は
物
件
費
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
比
重
八
%
（

H

五
五
O
／
六
八
五
O
）

ら
べ
る
と
、

は
、
「
慶
雁
義
塾
会
計
表
」
に
見
ら
れ
る
、
明
治
十
年
代
後
半
の
比
重
に
く

か
な
り
低
い
。
十
五
t

十
七
年
の
そ
れ
は
二
五
%
前
後
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
件
費
は
七
千
円
か
ら
八
千
円
で
、

二
O
%
弱
（
一
・
二
／
三
・
六
）
の
伸
び
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
十
五

s

十
七
年
平
均
の
総
経
費
支
出
は
ち
ょ
う
ど
一
万
円
で

し
た
が
っ
て
七
1

九
年
か
ら
は
四
三
%
の
伸
び
に
な
っ
て
い
る
。
支
出
費
目
別
に
見
る
と
、
十
五
、
十
六
の
両
年
に
は
、
臨

あ
る
。
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時
費
、
予
備
費
、
な
ら
び
に
書
籍
買
入
費
が
一
、
八
O
O
円
見
当
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
十
七
、

八
年
に
な
る
と
こ
の
三
項



目
の
合
計
は
三
分
の

つ
ま
り
六
O
O
円
に
減
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
十
七
1

十
九
年
の
支
出
平
均
は
一
万
円
を
割
り
込
ん
で
い
て
、

八
、
七O
O
円
に
し
か
な
ら
な
い
。
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こ
う
し
て
見
る
と
、
『
百
年
史
』
に
お
け
る
、
維
持
経
費
の
概
算
値
、
す
な
わ
ち
、

明
治
六
年
八
千
円
、
明
治
十
五
年
一
万
円

と
い
う
数
値
は
と
も
に
や
や
過
大
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
そ
れ
を
い
く
ら
と
見
込
め
ば
よ
い
か
。
次
に
は
、
簡
単

な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
計
算
に
よ
っ
て
当
た
り
を
つ
け
て
み
よ
う
。

ま
ず
手
始
め
に
、
必
要
経
費
を
八
千
円
と
仮
定
し
、
各
年
の
学
費
収
入
と
の
差
額
を
明
治
五
年
か
ら
十
二
年
ま
で
積
み
上
げ
て
見

る
と
、
九
年
ま
で
は
黒
字
、
そ
れ
以
降
は
赤
字
と
な
り
、
十
二
年
末
の
累
積
赤
字
高
は
五
、
六
一
二
O
円
と
い
う
大
幅
な
額
に
な
る
。

前
記
の
と
お
り
、
六
年
に
は
童
子
塾
の
建
設
に
一
旦
福
沢
か
ら
二
千
円
を
借
り
た
が
、
当
年
内
に
返
済
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

こ
れ
を
支
出
に
加
え
る
一
方
、
「
福
沢
家
総
勘
定
L

（
『
全
集
』
二
十
一
巻
）
に
、
十
二
年
中
に
福
沢
か
ら
一
、

O
三
六
円
の
「
ー
、
』
司
〆

カ

T
I
L
L

金
（
損
益
勘
定
に
「
足
し
」
金
と
あ
る
）
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
収
入
に
加
算
し
て
も
、
差
し
引
き
一

千
円
ほ
ど
ふ
え
て
、
六
、
六
O
O
円
も
の
赤
字
に
な
る
。

次
に
七
千
円
と
い
う
仮
定
で
試
算
し
て
み
る
と
、
十
二
年
の
残
高
は
二
、
三
七

O
円
弱
の
黒
字
に
な
り
、
返
済
二
千
円
、
足
し
金

る
か
ら
、
十
三
年
の
累
積
残
高
は
約
八

O
O
円
の
赤
字
に
は
な
る
も
の
の
、
「
社
中
」

一
千
円
余
を
調
整
し
て
も
つ
四

O
O
円
余
の
黒
字
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
十
一
二
年
の
経
常
収
支
は
二
、
ニO
O
円
ほ
ど
の
赤
字
で
あ

一
同
が
協
議
の
ト
コ
こ
の
年
に
自
ら
の
給
与

を
一
一
分
の
つ
な
い
し
三
分
の
一
に
減
額
し
て
危
機
を
回
避
し
た
と
い
う
緊
縮
措
置
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
「
大
幅
な
」
赤
字
で
は



経常収支尻
ならびにその累積残高（推計値）

表 4

明治十年後における慶雁義塾の財政難

（単位：ド1)

累積残高経常収支年度ケース

-59311 3773 明治12年

-2890'1 -2720 13 

139311 -3973 12 2 

-3890'1 

ケース

1 ：経常支HI 9 年まで7000PJ、以降7500flJ

2 ：経常支出 9 年まで7000flJ、以降7800円

福沢からの「足しj 金1037円を加算。

福沢からの「足し」金123fTj を加算。

j七

1) 

2) 

h

、
、
。

千
人
、1
w事

実
は
お
そ
ら
く
七
千
円
と
八
千
円
の
中
間
で
あ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
う
考
え
て
試
み
た

コ
一
の
折
衷
ケl

ス
の
う
ち
明

-2920 13 

治
五
1

九
年
は
七
千
円
、
十
1

十
三
年
は
七
・
五
千
円
な
い
し
七

八
千
円
と
仮
定
し
た
計
算
が
比
較
的
現
実
整
合
的
な
結
果
を
与
え
る

よ
う
に
見
え
る
。
途
中
の
数
値
を
一
々
書
く
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
の

で
、
十
二
、
十
一
二
年
の
結
果
（
経
常
収
支
と
累
計
残
高
）
の
み
を
表

4
に
ま
と
め
て
お
く
。

こ
こ
で
明
治
十
二
年
に
累
計
赤
字
が
出
て
い
る
こ
と
は
、
福
沢
か

ら
の

「
足
し
」
金
一
千
円
余
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
不
都
合
な

ょ
う
だ
が
、
鎌
田
栄
吉
の
談
話
に
よ
る
と
給
与
削
減
を
決
め
た
の
は

こ
の
年
十
月
の
教
員
会
議
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

そ
れ
は
早
速
十

と
く
に
ケ
ー
ス
1

の
程
度
（
六
O
O
円
弱
）
な
ら
当
座
の
吸
収
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
給
与
の
カ
ッ
ト
率
の
違
い
は
さ
て
お
き
、
も
し
そ
れ
が
一
年
続
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
十
三
年
秋
に
は
右
の
六
O
O
円
弱
は

ケ
ー
ス

1

の
場
合
、
十
一
二
年
の
経
常
赤
字
は
二
、
九O
O
円
ほ
ど
で
あ
り
、
削
減

し
た
が
っ
て
、
給
与
削
減
率
は
門
野
幾
之
進
の
談
話
の
と
お
り
五

O
%

月
か
十
一
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、

こ
の
年
の
累
積
赤
字
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
て
く
る
。

前
の
給
与
（
六
、
三
O
O
円
）

で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

の
二
分
の
一
以
内
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
十
二
年
十
月
に
は
帰
国
し
て
お
り
、
そ
の
折
の
教
員
会
議
に
は
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
、
帰
京
し
て
き
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た
と
こ
ろ
福
沢
か
ら
浜
野
定
四
郎
、
益
田
英
次
の
二
人
と
一
緒
に
塾
経
営
を
「
請
負
」
え
と
言
わ
れ
、
経
費
削
減
に
つ
と
め
た
結
果
、

「
一
年
で
千
五
百
円
が
余
」
り
、
福
沢
は
「
君
達
」
の
努
力
の
成
果
だ
か
ら
三
人
で
分
配
し
ろ
と
い
う
の
で
五
O
O
円
あ
て
均
等
配

分
し
た
と
、
門
野
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
ケ
ー
ス

1

に
お
け
る
十
一
二
年
の
累
積
赤
字
（
約
二
、
九
O

178 

O
円
）
と
合
わ
せ
れ
ば
四
、
四
O
O
円
の
給
与
削
減
、
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
数
は
六
、
一
二
O
O
円
の
七

O
%
に
近
い
の
で
、
計
算
の
誤
差
を
考
え
れ
ば
ま
ず
ま
ず
の
一
致
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
十
三
年
末
に
累
積
赤
字
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、

翌
年
に
は
給
与
水
準
を
旧
に
一
戻
す
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
収
支
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
十
三
一
年
九
月
の
段

階
で
福
沢
が
廃
塾
を
口
に
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
社
中
」
は
再
び
協
議
を
重
ね
、
「
慶
庭
義
塾
維
持
法
」
を
設

け
、
社
中
そ
の
他
か
ら
の
拠
金
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
す
る
途
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
案
の
定
、
十
四
年
以
降
の
経
常
収
支
は
毎
年

一
・
五
1

二
千
円
ほ
ど
の
赤
字
を
記
録
し
、
早
速
に
も
維
持
資
金
か
ら
の
補
填
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
「
慶
慮
義
塾
会
計
表
」
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。

後
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
以
上
か
ら
し
て
、
分
析
対
象
期
間
中
の
支
出
規
模
は
明
治
九
年
頃
ま
で
は
七
千
円
、

そ
れ
以
降
は
七
・

五
千
円
程
度
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
給
与
削
減
率
に
つ
い
て
は
半
減
で
は
な
く
、

三
分
の
二
（
六
七
%
）
で
あ
っ
た
ら

し
い
と
い
う
の
が
さ
し
あ
た
り
の
結
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
大
き
な
削
減
率
で
は
あ
る
。
表
3

に
見
た
よ
う
に
渡
部
久
馬

八
の
明
治
七
年
の
年
間
給
与
は
二
八
一
円
で
あ
っ
た
が
、

円
）
を
下
回
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
り
に
二
分
の
一

」
れ
を
三
分
の
一
に
削
る
と
、
彼
の
手
取
り
は
大
工
の
年
収
（
一
四
四

へ
の
切
り
詰
め
な
ら
よ
う
や
く
大
工
並
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
社
中
は
大

き
な
犠
牲
に
堪
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
畢
寛
其
人
物
が
本
塾
を
視
る
こ
と
故
郷
の
如
く
自
家
の
如
く
し
て
、
其
間
に
利
益
の
情
を
忘

れ
た
る
も
の
な
ら
ん
」
と
福
沢
は
書
い
て
い
る

（
『
慶
雁
義
塾
紀
事
』
）
。
こ
れ
は
教
員
の
薄
給
を
思
い
や
っ
た
文
章
だ
が
、
十
二
、



三
年
の
給
与
削
減
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
社
中
」
結
束
の
所
為
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

4 

福
沢
の
維
持
資
金
借
用
計
画

福
沢
は
明
治
十
一
年
四
月
か
ら
ほ
ぼ
一
年
間
に
わ
た
っ
て
旧
大
名
家
や
政
府
に
対
し
て
慶
雁
義
塾
維
持
の
た
め
の
「
資
本
」
借
用

を
求
め
た
。
こ
の
運
動
の
経
緯
は
現
存
す
る
一
二
O
通
近
く
の
書
簡
に
よ
っ
て
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
う
ち
十
一
通
は
、
福
沢
の
要
請

に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
大
隈
重
信
（
大
蔵
卿
）

に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
伊
藤
博
文
（
内
務
卿
）

と
井
上
馨
（
工
部

と
り
わ
け
井
上
は
こ
れ
に
対
し
て
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
福
沢
は
、
西
郷
従
道
（
文
部
卿
）
、
川
村
純
義
（
海
軍
卿
）
、

黒
田
清
隆
（
開
拓
使
長
官
）
、
寺
島
宗
則
（
外
務
卿
）
な
ど
に
も
書
簡
を
送
っ
て
支
持
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
政
府
か
ら
の
「
拝

借
L

は
つ
い
に
叶
わ
ず
、
十
二
年
の
夏
に
は
願
書
提
出
先
で
あ
っ
た
楠
本
正
隆
（
東
京
府
知
事
）
に
そ
の
取
り
下
げ
方
を
依
頼
し
て
、

明治十年後における慶腔義塾の財政難

終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
運
動
の
初
め
福
沢
は
、
徳
川
宗
家
か
ら
融
資
を
受
け
よ
う
と
考
え
て
、
徳
川
の
財
務
顧
問
を
し
て
い

た
大
久
保
一
翁
、
勝
海
舟
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
も
の
の
断
ら
れ
（
表
5

の
第
一
行
を
見
よ
）
、
十
一
年
秋
に
入
っ
て
政
府
か
ら
の

「
拝
借
」
に
切
り
替
え
て
、
し
き
り
と
運
動
を
し
た
け
れ
ど
も
不
調
と
な
り
、
止
む
を
得
、
ず
島
津
家
に
も
働
き
か
け
て
み
た
が
や
は

り
不
成
功
で
、
こ
の
た
め
、

つ
い
に
十
二
年
秋
に
は
、
福
沢
自
身
一
千
円
余
の
私
財
を
投
じ
、
さ
ら
に
十
二
、

三
年
に
か
け
て
「
社

中

一
同
が
そ
の
給
与
を
大
幅
に
カ
ッ
ト
し
て
こ
の
窮
境
を
乗
り
切
っ
た
こ
と
は
ず
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

明
治
十
一
、

二
年
の
聞
に
福
沢
が
考
え
、
政
府
や
島
津
家
に
申
し
入
れ
た
借
用
案
の
一
覧
は
表
5

に
ま
と
め
で
あ
る
。
徳
川
家
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
申
し
入
れ
を
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
島
津
家
へ
の
提
案
と
類
似
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
表
5

第
2

行
の
政
府
に
対
す
る
最
初
の
申
請
案
〔
1
〕
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
そ
れ
は
大
隈
の
内
覧

179 



表
5
維
持
資
金
借
用
プ
ラ
ン
・
リ
ス
ト

番
号

名
称

摘
要

備
考

年
月

日

[0
]

徳
川
家
に
打
診

た
ぶ
ん
〔

4
〕
と
類
似
の
案
か

大
久
保
一
翁
宛
書
簡

268
11/ 4

 &
 6
 

勝
海
舟
宛
書
簡

2144

[1]
私
塾
維
持
之
為
資
本
拝
借
之
願

20万
円
無
利
息

10
年
拝
借

大
隈
重
信
宛
書
簡

225
同
封
資
料

11/11/29 

[lA
]

製
茶
輸
出
ニ
付
資
本
拝
借
之
願

同
上

大
隈
重
信
宛
書
簡

228
同
封
資
料

11/12/12 

[2]
40
万
円
低
利
借
用
案

40
万
円
低
利
、
無
利
息
な
ら

25
万
円

Microfilm 
K
l
l
/
 A
0
2
 

11 or 12 

[2A
]

上
記
案
の
解
説

利
回
り
と
利
率
と
の
混
同

大
隈
重
信
宛
書
簡

234
12/ 1

 /12 

[3A
]

慶
麿
義
塾
一
ヶ
年
会
計
の
見
込

支
出
＝
￥

18,620
収
入
＝
￥

5.850
全
集

21,
pp.400-402 

1
2
/
l
 
カミ

(3
]

私
塾
維
持
の
為
資
本
拝
借
の
追
願

無
利
息
な
ら

22
万

2
分
利
な
ら

28
万

全
集

19,
pp.395-396 

1
2
/
l
か

[4]
20
万
借
用
ま
た
は
買
上
げ
案

20
万
円
の
借
用
か
校
舎
校
地
の
買
上
げ

宛
先
不
明
書
簡

258
（
島
津
家
）

12/ 3
 /19 

己
主
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き
り
し
な
い
。
次
に
ふ
れ
る
〔
2

〕
案
の
説
明
に
お
い
て
、
国
債
の
市
場
価
格
は
八
二
円
、
あ
る
い
は
八
二
%
で
あ
っ
た
と
な
っ
て

い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
金
二
五
万
円
を
も
っ
て
国
債
三

0

・
五
万
円
を
買
い
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
こ
れ
を
担
保
と
し
て
国
庫
に
差
し
入
れ
る
が
、

た
だ
し
額
面
価
格
二
五
万
円
の
年
利
を
慶
雁
義
塾
が
受
け
取
る
と
い
う
の

台、

（A
）
、
そ
れ
と
も
額
面
価
格
で
二
五
万
円
だ
け
の
国
債
を
買
い
付
け
、
こ
れ
を
担
保
と
し
て
国
庫
に
差
し
入
れ
、
慶
雁
義
塾
が

そ
の
年
利
を
受
け
取
る
と
い
う
の
か

（B
）
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
後
者
す
な
わ
ち

B 

の
場
合
、
額
面
二
五
万
円
の
国
債
は
実

価
二
0

・
五
万
円
で
購
入
で
き
る
か
ら
、
金
二
五
万
円
を
借
り
た
福
沢
は
四
・
五
万
円
の
差
益
「
金
」
を
手
許
に
残
す
こ
と
が
で
き

る
勘
定
で
あ
る
。
利
益
率
は
一
八
%
に
達
し
、
結
構
な
三
足
片
山
口
買
え
芹
と
言
え
る
。し
か
し
、
こ
れ
で
は
貸
し
手
の
と
う
て
い
応

じ
う
る
話
で
は
な
い
か
ら
、
前
者
す
な
わ
ち

（A
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
貸
し
手
は
国
債
一
O
万
円

分
の
利
息
（
年
七
千
円
）
を
省
け
る
勘
定
で
あ
り
、
慶
雁
義
塾
へ
の

「
純
」
助
成
額
は
計
算
上
で
は
約
二
分
の
一
に
な
る
。
福
沢
が

も
し
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
ら
、
そ
の
旨
を
強
調
し
た
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
が
、
ど
こ
に
も
言
及
は
な
い
か
ら
、
彼
も
、

明治十年後における慶腔義塾の財政難

ま
た
貸
し
手
も
気
付
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
の
申
請
案
〔
2

〕
は
「
四
O
万
低
利
」
案
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
の
草
稿
l
l

た
だ
し
自
筆
で
は
な
い

（
表5
第
4

行
）
｜
！
に
お
い
て
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

方
今
ノ
御
時
勢
突
然
ト
補
助
金
等
ヲ
願
フ
可
キ
ニ
モ
非
ズ
候
得
ハ
何
卒
金
融
ノ
便
利
丈
ケ
御
許
容
被
成
下
度
奉
願
候
。
即
チ
其

次
第
ハ
当
明
治
十
二
年
一
月
ヨ
リ
向
十
ヶ
年
ノ
問
壱
ヶ
年
四
分
以
下
ノ
低
利
ヲ
以
テ
金
四
拾
万
円
拝
借
仕
度
、
抵
当
ニ
ハ
実
価

四
拾
万
円
ニ
直
ル
公
債
謹
書
ヲ
納
メ
可
申
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
低
利
ノ
資
本
金
ヲ
様
々
ニ
逼
用
致
シ
多
少
利
潤
モ
可
有
之
、
其
利
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潤
ヲ
以
塾
費
一
一
充
テ
候
得
パ
梢
ヤ
今
後
ノ
目
途
モ
立
チ
、
三
百
余
ノ
生
徒
安
ン
シ
テ
業
一
一
就
キ
：
・
。



こ
こ
に
言
う
「
金
融
ノ
便
利
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
此
低
利
ノ
資
本
金
ヲ
様
々
ニ
運
用
致
し
L
と
い
う
な
か
に
は
、
前
記
（
B

）
の

182 

よ
う
な
差
益
獲
得
を
見
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
借
用
額
は
四

O
万
と
い
う
「
巨
額
」
で
あ
り
、
差
益
金
は
七
・

二
万
円
に
達
す
る
計
算
と
な
る
。

福
沢
自
身
も
こ
の

「
巨
額
」
を
気
に
か
け
て
お
り
、
借
用
金
額
が
二
五
万
か
ら
四O
万
に
増
え
た
の
は
借
用
利
子
を
考
慮
し
た
た

め
で
あ
る
と
し
て
、
書
簡
二
三
四
で
大
隈
に
弁
明
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、

」
の
解
説
で
福
沢
は
国
債
利
回
り
と
約
定
金
利
と
を
混

同
し
て
お
り
、
そ
の
上
、
抵
当
国
債
に
対
し
て
国
庫
よ
り
支
払
わ
れ
た
利
息
の
半
分
近
く
を
、
「
借
用
」
利
息
と
し
て
福
沢
か
ら
国

庫
に
納
付
す
る
と
い
う
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
草
稿
で
は
「
四
分
以
下
ノ
低
利
ヲ
以
テ
四
拾
万
円
」
を
借
用
し
た
い
と
い
う
く
だ
り
の
欄
外
に
、
頭
注
風
に
「
無
利
息
ナ
レ

パ
二
十
五
万
円
ニ
テ
十
分
一
一
御
座
候
」
と
い
う
記
入
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
最
初
の
案
〔1
〕
で
あ
る
。
ま
た
「
四
O

万
低
利
」
案
の
あ
と
に
作
ら
れ
た
と
お
，
ほ
し
い
「
私
塾
維
持
の
為
資
本
拝
借
の
追
願
」
〔3
〕
で
は
無
利
息
な
ら
二
二
万
、
二
分
利

な
ら
二
八
万
で
「
行
き
足
る
L
と
し
て
い
る
。
こ
の
案
の
場
合
、
年
利
収
入
は
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
四
万
円
、
一
・
四
万
円
と
な
る
。

続
く
島
津
家
へ
の
融
資
、
な
い
し
は
三
田
の
校
舎
校
地
の
買
上
げ
の
申
し
入
れ
案
（
4
〕
で
は
、
「
其
価
弐
拾
万
円
〔
は
〕
固
よ

り
物
の
実
価
に
は
非
ず
」
と
断
わ
り
な
が
ら
も
、
二

O
万
円
と
い
う
金
額
を
掲
げ
て
い
る
。

た
と
い
買
上
げ
に
な
っ
て
も
、
彼
を
は

じ
め
慶
雁
義
塾
の
社
中
は
世
話
人
、
教
師
と
し
て
残
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
総
体
の
人
的
資
本
価
値
は
そ
れ
ほ
ど
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
も
他
へ
移
転
し
て
新
規
ま
き
直
し
を
や
る
と
し
て
も
、
二
O
万
円
の
資
金
で
建
設
と
、
維
持
資
本
金
は
確

保
で
き
る
と
、
計
算
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
福
沢
が
二
O
万
円
か
ら
一
一
八
万
円
と
い
う
「
金
」
を
借
り
る
な
り
、
売
却
に
よ
っ
て
入
手
確
保
し
た
い
と
望



明治十年後における慶睦義塾の財政難

「慶鷹義塾一ヶ年会計の見込j と 15～19年平均

明治11 、 2 年頃の見込 明治15～ 19年平均

円 円~／o 円 % 

1 教員給料 8820 47.4 6127.5 72.2 

2 外国人教師 1500 8. 1 835.3 8.8 

3 書籍器械新規買入 1200 6.4 549.4 5.8 

4 校舎営繕 2400 12.9 842. 2 8. 9 

5 筆墨・褒賞等 1500 8. 1 408. 1 4.3 

6 支那語記簿法…体操等 2000 10. 7 

7 貧生救助 1200 6.4 

支出計 18620 100 9493.3 100 

1 月謝 5400 92.3 5781 75.6 

2 入社金 450 7. 7 988.8 12.9 

3 その他収入 880.3 11. 5 

収入計 5850 100 7650. 1 100 

表 6

ん
で
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
国
債
金
利
を
七
%
と
し
た
と

き
年
収
は

一
・
四
万
円
か
ら
二
万
円
弱
に
な
る
。
表

5

第
6

行
に

不
し
た
「
慶
雁
義
塾
一
ヶ
年
会
計
の
見
込
」
は
、
こ
の
所
望
額
の
根

拠
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
表6
の
左
側
に
は
、
こ
の
覚
書
の
明
細
数

字
を
ま
と
め
で
あ
る
。
ま
た
、
右
側
に
は
「
慶
雁
義
塾
会
計
表
」
か

ら
得
ら
れ
る
明
治
十
五
I

十
九
年
平
均
の
実
績
値
を
比
較
の
た
め
に

掲
げ
て
あ
る

（
十
四
年
を
省
い
た
理
由
は
注
8

に
記
し
た
）
。

支
出
費
目
に
お
い
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は

「
支
那
語
記
簿
法

（
・
：
）
体
操
等
」
の
新
設
科
目
経
費
、
な
ら
び
に
「
貧
生
救
助
」
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
、
二
千
円
、

一
・
二
千
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
こ
れ
ら
は
当
面
の
経
常
費
用
と
い
う
よ
り
、
新
規
拡
充
費
用
で

あ
る
。
ま
た
、
教
職
員
雇
員
お
よ
び
外
国
人
教
師
の
給
与
総
額
は
十

五
8

十
九
年
平
均
値
よ
り
大
き
く
見
込
ま
れ
て
い
る
。
教
師
一
人
当

た
り
の
給
与
も
然
り
で
、
①
月
給
百
円
の
上
等
教
師
二
名
、
②
月
給

五
O
円
の
中
等
教
師
四
名
、
③
月
給
二
五
円
平
均
の
下
等
教
師
（
た

だ
し
書
記
筆
生
兼
帯
）
九
名
、
な
ら
び
に
④
俗
務
会
計
（
月
給
二
五

円
一
名
、

と
見
積
も
っ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
七
1

183 

一
O
円
一
名

九
年
の
給
与
支
給
状
況
に
く
ら
べ
る
と
、
す
べ
て
を
専
任
者
と
し
人



口
貝
を
半
数
に
絞
り
込
ん
だ
形
に
な
っ
て
い
る
。

支
出
側
で
も
う
一
つ
目
立
つ
の
は
「
営
繕
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
福
沢
は
書
い
て
い
る
、

184 

塾
の

「
建
物
は
大
抵
旧
邸
数
十
年
前
の
御
殿
長
屋
、
之
に
加
る
に
新
築
の
も
の
は
極
て
粗
屋
に
し
て
、
何
れ
も
再
築
を
要
す
。

故
に
今
後
毎
年
百
坪
内
外
は
新
た
に
普
請
す
る
に
非
ざ
れ
ば
叶
は
、
さ
る
こ
と
な
り
。
此
外
新
旧
之
畳
建
具
外
囲
等
を
枚
挙
す
れ

ば
弐
千
四
百
円
に
て
は
不
足
な
わ
ん
と
思
へ
ど
も
、
先
づ
内
端
に
積
る
」
と
。

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
校
舎
、
寄
宿
舎
の
償
却
や
建
替
え
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
同
時
に
、
年
額
二
・
四
千
円
と
い
う
見
込
額
が
「
今
後
」
必
要
と
目
さ
れ
る
金
額
の
下
限
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
十
五
’
h

十
九
年
平
均
に
お
い
て
こ
の
費
目
と
し
て
記
入
し
て
あ
る
の
は
「
臨
時
費
」
と
「
予
備
費
」
の
合
計
で
あ
る
。
こ

れ
ら
が
「
営
繕
」
費
で
あ
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
も
の
の
、
そ
う
と
み
な
し
て
も
、
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

表
6

の
左
右
を
比
較
し
て
み
れ
ば

・
八
万
円
余
と
い
う
支
出
見
込
額
は
明
治
十
五

1

十
九
年
平
均
支
出
額
の
二
倍
に
近
い
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
対
照
的
に
、
収
入
側
は
後
年
の
実
績
値
よ
り
低
日
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
収
支
赤
字
は
過

大
に
見
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
別
の
点
は
、
「
月
謝
」
が
「
富
生
」
一
円
七
五
銭
、
「
貧
生
」一
円
二
五
銭
（
年
額
は
そ
れ
ぞ
れ
二
一
円

五
円
）
と
い
う
「
二
重
価
格
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
支
出
側
で

「
貧
生
救
助
」

二
千
円
を
計
上
し
て
い
る
か

ら
、
「
月
謝
」
の
二
重
価
格
は
育
英
奨
学
と
い
う
観
点
か
ら
は
ま
こ
と
手
厚
い
準
備
と
評
せ
る
が
、
し
か
し
主
計
官
的
な
視
点
か
ら

見
れ
ば
二
重
計
算
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
、
収
入
合
計
の
あ
と
に
、
福
沢
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
い
る
。

此
処
に
拾
ヶ
年
の
拝
借
金
を
願
ひ
其
の
利
子
の
差
壱
ヶ
年
に
壱
万
八
千
円
を
得
れ
ば
、
大
凡
以
て
塾
費
〔
合
計
〕
を
償
ふ
可
し
。

依
て
塾
の
歳
入
〔
合
計
〕
五
千
八
百
五
拾
円
を
ば
年
々
積
み
貯
へ
、
利
倍
増
加
し
て
十
ヶ
年
の
後
に
は
凡
拾
万
円
に
近
き
資
本

を
得
可
し
。

借
入
金
は
一
O
年
後
に
は
担
保
国
債
を
も
っ
て
返
済
さ
れ
、
慶
慮
義
塾
に
は
一

O
万
円
近
い

「
自
己
」
資
本
が
残
る
と
い
う
の
が

福
沢
の
目
論
見
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
維
持
資
本
借
用
計
画
は
、
単
に
財
政
危
機
を
切
り
抜
け
る
一
時
応
急
の

0

フ
ラ
ン
で
は

な
く
、
支
出
規
模
の
倍
加
を
見
込
ん
だ
「
資
本
金

L
積
立

0

フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

明治十年後における慶麿義塾の財政難

、
王（1

）
明
治
四
年
の
新
貨
条
例
以
前
は
「
両
」
金
貨
制
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
の
両
・
円
相
等
原
則
に
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
円
し
に

統
一
し
て
お
く
。

（2
）
学
費
収
入
、
入
社
生
数
、
そ
の
士
族
・
平
民
割
合
は
『
百
年
史
』
上
巻
、
七
二
二
頁
、
七
三
五
土
二
六
頁
に
よ
り
、
ま
た
在

学
生
数
は
『
略
史
』
に
よ
る
。

（3
）
明
治
六
年
の
受
教
料
年
額
三

O
円
は
、
本
等
三
三
円
、
予
備
等
二
八
円
、
等
外
二
五
円
、
変
則
二
七
・
五
円
の
ほ
ぼ
中
位
数

に
当
た
る
。

（4
）
『
日
本
金
融
史
資
料
・
明
治
大
正
編
』
十
六
巻
、
八
二
九
t

四
O
頁
。
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（5
）
た
だ
し
、
明
治
六

1

八
年
分
で
は
五
職
種
ほ
ど
数
値
の
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

（6

）
明
治
二
年
に
「
義
塾
買
入
の
為
め
」
借
入
れ
と
い
う
の
は
、
早
す
ぎ
る
し
（
一
二
田
移
転
決
定
は
明
治
三
年
二
さ
ら
に
三
千
円

は
高
す
ぎ
る
（
土
地
、
建
物
の
払
い
下
げ
価
格
は
一
千
円
に
満
た
な
か
っ
た
）
。
校
舎
七
七

O
坪
は
明
治
三
年
に
建
坪
一
坪
一
円

の
割
り
で
七
七
O
円
、
校
地
一
・
二
万
坪
は
初
め
借
地
で
あ
り
、
払
下
げ
は
明
治
五
年
で
あ
っ
た
。
払
下
げ
価
格
は
千
坪
一
五

銭
の
割
り
で
一
八
O
円
弱
で
あ
っ
た
。
ま
た
領
収
書
の
日
付
け
は
明
治
六
牛
三
月
十
三
日
と
な
っ
て
い
る
。
『
百
年
史
』
上
巻
、

三
二
四
土
二
六
頁
。

（7

）
童
子
局
と
も
い
い
、
す
で
に
新
銭
座
時
代
に
少
年
用
の
一
局
（
室
）
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
少
年
生
徒
の
教
育
は
和
田

義
郎
夫
妻
に
委
ね
ら
れ
、
通
称
を
和
田
塾
と
言
い
、
こ
れ
が
幼
稚
舎
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
明
治
七
年
）
。
幼
稚

舎
と
い
う
名
称
が
公
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
十
三
年
か
ら
で
あ
っ
た
ユ
百
年
史
』
上
、
五
四
四
頁
）
。
武

藤
山
治
は
こ
の
年
五
月
に
数
え
十
四
歳
で
幼
稚
舎
に
入
り
、
「
間
も
な
く
本
塾
の
童
子
寮
の
方
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と

そ
の
『
身
の
上
話
』
で
語
っ
て
い
る
。
「
勤
惰
表
」
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
入
社
か
ら
一
年
余
り
後
の
明
治
十
四
年
七
1

九
月
で

あ
っ
た
（
な
お
八
月
は
暑
中
休
暇
）
。
直
ぐ
続
け
て
彼
は
「
童
子
寮
と
言
っ
て
も
決
し
て
童
子
ば
か
り
で
は
な
く
相
当
の
年
齢
の

も
の
も
交
じ
っ
て
い
ま
し
た
」
と
言
い
添
え
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
「
童
子
寮
」
は
明
ら
か
に
寄
宿
舎
（
少
年
寮
）
の
意
味
に

使
わ
れ
て
い
る
。
「
勤
惰
表
」
に
は
寸
本
塾
へ
移
シ
L

と
な
っ
て
い
て
「
登
級
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
九
月
の
学
期
か
ら

は
本
科
五
等
の
「
生
徒
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
五
歳
と
な
っ
た
の
で
宿
舎
を
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

幼
稚
舎
か
ら
進
級
し
て
童
子
寮
へ
入
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
武
藤
の
コ
メ
ン
ト
は
十
五
歳
の
彼
が
童
子
寮
に
入
っ

て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（8
）
明
治
十
四
年
分
は
、
臨
時
費
、
予
備
費
が
突
出
的
に
多
い
た
め
、
平
均
計
算
か
ら
は
省
い
た
。

（9
）
「
明
治
十
三
年
一
月
十
七
日
総
勘
定
」
、
『
全
集
』
二
十
一
巻
、
二O
頁
。

（
刊
）
『
百
年
史
』
上
巻
、
七
五
五
1

五
六
頁
。
な
お
、
福
沢
の
「
明
治
十
四
年
一
月
十
七
日
総
勘
定
」
に
は
「
塾
え
か
し
」
四
二
三

円
余
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
『
全
集
』
二
十
一
巻
、
二
二
頁
。

（
日
）
富
田
正
文
『
考
証
福
津
諭
吉
』
（
羽
田
）
に
よ
れ
ば
、
三
人
の
う
ち
に
益
田
英
次
を
入
れ
た
の
は
門
野
の
記
憶
違
い
で
、
正

し
く
は
渡
部
久
馬
八
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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（
ロ
）
前
掲
の
「
貨
幣
制
度
調
査
会
報
告
」
に
よ
る
東
京
の
明
治
十
一
、
二
年
平
均
の
大
工
賃
金
。

（
日
）
『
明
治
財
政
史
』
八
巻
（
国
債
）
に
よ
れ
ば
、
金
禄
公
債
の
大
半
は
七
分
利
付
で
あ
っ
た
。

（
日
）
「
福
沢
家
総
勘
定
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
二
、
一
二
年
の
、
彼
の
金
融
資
産
保
有
高
は
六
1

七
万
円
で
あ
っ
た
。

一
巻
、
二
0
1

二
一
頁
。

（
日
）
一
・
五
四
万
、
一
・
四
万
の
計
算
根
拠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
二
二
万
×
七
%
）
、
（
二
八
×
五
%
）
で
あ
る
。
な
お
、
〔

2

〕
案

も
、
ま
た
こ
の
〔
3

〕
案
で
も
「
金
L

（
紙
幣
）
に
よ
る
借
入
れ
で
、
抵
当
は
「
実
価
」
、
利
子
受
取
は
「
本
高
」
に
対
す
る
額

と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

四
八
銭
×
二
五
日
×
十
二
ヵ
月
。

『
全
集
』

十

（
に
し
か
わ
し
ゅ
ん
さ
く

本
塾
大
学
名
誉
教
授
）

明治卜年後における慶雁義塾の財政難
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